
町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例（平成２７年１２月町田市

条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

略 略 

８  教育委

員会 

略 

９ 市長 市町村における東京都の事

務処理の特例に関する条例

（平成１１年東京都条例第

１０７号）第２条の規定に

より市が処理することとさ

れる事務のうち、心身障害

者の医療費の助成に関する

条例（昭和４９年東京都条

例第２０号）による医療費

の助成に関する事務であっ

て市規則で定めるもの 

１０ 市長 町田市心身障害者福祉手当

条例（昭和４９年９月町田

市条例第３５号）による心

身障害者福祉手当の支給に

関する事務であって市規則

で定めるもの 

１１ 市長 町田市高校生等の医療費の

助成に関する条例（令和４

年９月町田市条例第３４

号）による医療費の助成に

関する事務であって市規則

で定めるもの 
 

機関 事務 

略 略 

８  教育委

員会 

略 

 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 機関 事務 特定個人情報 



１ 市長 生活に困

窮する外

国人に対

する生活

保護の措

置に関す

る事務で

あって市

規則で定

めるもの 

略 

中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進

並びに永住帰国し

た中国残留邦人等

及び特定配偶者の

自立の支援に関す

る法律（平成６年

法律第３０号）に

よる支援給付又は

配偶者支援金の支

給に関する情報

（以下「中国残留

邦人等支援給付等

関係情報」とい

う。）であって市規

則で定めるもの 

略 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律（平成１

７年法律第１２３

号）による自立支

援給付の支給に関

する情報（以下「障

害者自立支援給付

関係情報」とい

う。）であって市規

則で定めるもの 

略 略 略 

６ 市長 略 略 

７ 市長 市町村に

おける東

京都の事

務処理の

特例に関

する条例

児童福祉法（昭和

２２年法律第１６

４号）による障害

児入所支援に関す

る情報であって市

規則で定めるもの 

１ 市長 生活に困

窮する外

国人に対

する生活

保護の措

置に関す

る事務で

あって市

規則で定

めるもの 

略 

中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進

並びに永住帰国し

た中国残留邦人等

及び特定配偶者の

自立の支援に関す

る法律（平成６年

法律第３０号）に

よる支援給付又は

配偶者支援金の支

給に関する情報で

あって市規則で定

めるもの 

 

 

 

略 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律（平成１

７年法律第１２３

号）による自立支

援給付の支給に関

する情報であって

市規則で定めるも

の 

 

 

略 略 略 

６ 市長 略 略 
 



第２条の

規定によ

り市が処

理するこ

ととされ

る事務の

うち、心

身障害者

の医療費

の助成に

関する条

例による

医療費の

助成に関

する事務

であって

市規則で

定めるも

の 

生活保護関係情報

であって市規則で

定めるもの 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

身体障害者福祉法

による身体障害者

手帳、精神保健及

び精神障害者福祉

に関する法律（昭

和２５年法律第１

２３号）による精

神障害者保健福祉

手帳又は知的障害

者福祉法にいう知

的障害者に関する

情報であって市規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支

援給付等関係情報

であって市規則で

定めるもの 

障害者自立支援給

付関係情報であっ

て市規則で定める

もの 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律第７条に

規定する他の法令

により行われる給

付の支給に関する

情報であって市規

則で定めるもの 

８ 市長 町田市心

身障害者

地方税関係情報で

あって市規則で定



福祉手当

条例によ

る心身障

害者福祉

手当の支

給に関す

る事務で

あって市

規則で定

めるもの 

めるもの 

身体障害者福祉法

による身体障害者

手帳又は知的障害

者福祉法にいう知

的障害者に関する

情報であって市規

則で定めるもの 

９ 市長 町田市高

校生等の

医療費の

助成に関

する条例

による医

療費の助

成に関す

る事務で

あって市

規則で定

めるもの 

生活保護関係情報

であって市規則で

定めるもの 

地方税関係情報で

あって市規則で定

めるもの 

 

  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


